
議 会 運 営 委 員 会 
 

 

     
令和８年３月２６日（木） 

 【議案の追加送付について】 

議案第３３号 葛飾区国民健康保険条例の一部を改正する条例（別紙） 

議案第３４号 柴又川甚まちなみ館什器等の買入れの変更について（別紙） 

１ 第１回定例会の会議運営について 

 
第４日 ３月２７日（金） 

  

 
(1) 開  議 午後１時 

 
(2) 署名議員指名 ６番 つ た えりな 議員 

７番 片 岡 ちとせ 議員 

３７番 秋 家 聡 明 議員 

 
(3) 庶務報告 欠席者の報告 

令和７年度第３回定期監査（出先機関等）報告書 

令和７年度第２回工事監査報告書 

例月出納検査報告書（２月末日現在） 

 
(4) 議案 ２件一括上程 提案者説明 ～ 委員会付託 

    

 
  本会議休憩  

 
 ～   

 総務委員会開催 議案第３４号 （第１・第２委員会室） 

 保健福祉委員会開催 議案第３３号 （第３委員会室） 

 
議会運営委員会開催 本会議再開後の会議運営について（第１・第２委員会室） 

 
 ～  

 
 本会議再開   

    
 

(5) 議案 ６件一括上程 委員長報告 ～ 採決 

委員会審査報告書・各会派の賛否（別紙） 

討論の有無 

 
(6) 議案１９件一括上程 委員長報告 ～ 採決 

委員会審査報告書・各会派の賛否（別紙） 

 
(7) 議員提出議案 ６件 

一括上程 

委員長報告 ～ 採決 

委員会審査報告書・各会派の賛否（別紙） 



 
【追加日程】  

 
○ 議案 ２件一括上程 委員長報告 ～ 採決 

 
(8) 請願 ８件一括上程 委員長報告 ～ 採決 

委員会審査報告書・各会派の賛否（別紙） 

 
(9) 委員会の継続調査申出について（別紙） 

 
(10) 区長発言  

 
(11) 閉  会  

 
   

２ そ の 他  

 
(1) 葛飾区議会におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について（別紙） 

 
(2) 区議会議員の住所の公開について（別紙） 
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令和８年第１回葛飾区議会定例会追加付議事件の概要 

 

 

条 例 案   １件 

契 約 案   １件 

 計     ２件                                                                                                                             

 

 

１ 葛飾区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 (１) 改正理由 

    保険料率等を改めるほか、所要の改正をするもの 

(２) 概要 

ア 保険料率等を改めること。 

(ア) 基礎賦課額の所得割率、均等割額及び賦課限度額を改めること。 

       所得割 率    100 分の 7.71→100 分の 7.51（△0.2） 

被保険者均等割 金額   ４万 7,300 円→４万 7,600 円（＋300 円） 

       賦課限度額 66 万円→67 万円（＋10,000 円）  

(イ) 後期高齢者支援金等賦課額の所得割率及び均等割額を改めること。 

所得割 率    100分の2.69→100分の2.80（＋0.11） 

   被保険者均等割 金額   １万6,800円→１万7,600円（＋800円） 

(ウ) 介護納付金賦課額の所得割率及び均等割額を改めること。 

所得割 率    100分の2.25→100分の2.43（＋0.18） 

被保険者均等割 金額   １万6,600円→１万7,800円（＋1,200円） 

イ 子ども・子育て支援納付金の所得割率、均等割額、18歳以上被保険者均等割額、賦課割 

合及び賦課限度額を定めること。 

所得割 率    100分の0.27 

        賦課割合 100分の53 

    被保険者均等割 金額   1,800円 

            賦課割合 100分の47 

    18歳以上被保険者均等割 金額 73円 

    賦課限度額 ３万円 

ウ 一定の所得以下の世帯の保険料（被保険者均等割）における減額する額を改めること。 

例 ７割軽減の対象となる世帯 

基礎賦課額から減額する額 ３万3,110円→３万3,320円（＋210円） 

エ 保険料の軽減判定基準を改めること。 

(ア) ５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき 

金額を30万5,000円から31万円に改めること。 

(イ) ２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき 

金額を56万円から57万円に改めること。 

オ 未就学児１人当たりの保険料（被保険者均等割）における減額する額を改めること。 

 例 ７割軽減の対象となる世帯 
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基礎賦課額から減額する額 7,095円→7,140円（＋45円） 

   カ 18歳に達する日以後の最初の３月31日以前である被保険者に係る子ども・子育て支援納 

付金の保険料（被保険者均等割）を全額減額すること。 

 (３) 施行日 

令和８年４月１日 

 

２ 柴又川甚まちなみ館什器等の買入れの変更について 

(１) 買入れ物件  柴又川甚まちなみ館什器等 596 点 

(２) 買入れの相手  東京都葛飾区東堀切二丁目 16 番２号 

(２) 買入れの相手  東エビヌマ株式会社 

(２) 買入れの相手  東 代表取締役社長 海老沼 優 文 

(３) 変 更 内 容   

ア 変更前買入れ金額及び納期 

    5,833 万 5,374 円 

    令和８年３月 31 日 

イ 変更後買入れ金額及び納期 

    5,897 万 3,374 円 

令和８年５月 22 日 

 




























